
Ⅲ 高圧ガス保安法に係る最近の事故発生状況

１ 全国の事故（災害）

２ 新潟県内の事故（災害）

３ 全国の事故（喪失・盗難）

４ 新潟県内の事故（喪失・盗難）

５ その他
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KHK、高圧ガス関係事故集計（令和6年12末現在。令和7年2月）のデータ等を基にグラフを作成

令和6年は745件

各年で上下はあるが、
全体的に増加傾向

H25以降は遅れて報
告されたものがあり、
昨年よりも増加して
いる。

取扱い別では製造の
形態が最も多い。
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① 発生件数の推移

１ 全国の事故（災害） 2

KHK、高圧ガス関係事故集計（令和6年12末現在。令和7年2月）のデータ等を基にグラフを作成
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② 死傷者数の推移

１ 全国の事故（災害）

死者は令和6年は
3名となり、近年
と同程度

令和6年の重軽傷
者は62名

重軽傷者は令和4
年は減少したが、
近年横ばい傾向
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出典：産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 高圧ガス小委員会（第28回）
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③ 死亡事故の詳細１

１ 全国の事故（災害）

高圧ガス保安法
第25条 経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場
所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める
技術上の基準に従つてしなければならない。

液化石油ガス保安規則
第60条 法第25条の経済産業省令で定める技術上の基準は、
次の各号に掲げるものとする。

一 廃棄は、容器とともに行わないこと。

4



出典：産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 高圧ガス小委員会（第28回）
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④ 死亡事故の詳細２

１ 全国の事故（災害）

高圧ガス保安法
第24条の5 前三条に定めるものの外、経済産業省令で定め
る高圧ガスの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法
について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしな
ければならない。

液化石油ガス保安規則
第58条→第53条
五 消費施設には、当該施設から漏えいする液化石油ガスが
滞留するおそれのある場所に、液化石油ガスの漏えいを
検知し、かつ、警報するための設備を設けること。

5

出典：産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 高圧ガス小委員会（第26回）
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⑤ 死亡事故の詳細３

１ 全国の事故（災害）

高圧ガス保安法
第24条の5 前三条に定めるものの外、経済産業省令で定め
る高圧ガスの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法
について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしな
ければならない。

液化石油ガス保安規則
第58条 法第24条の5の経済産業省令で定める技術上の基準
は、次の各号に掲げるものとする。

五 消費は、通風の良い場所でし、かつ、その充填容器等を
温度40度以下に保つこと。
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KHK、高圧ガス関係事故集計（令和6年12末現在。令和7年2月）のデータ等を基にグラフを作成
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⑥ 事故の原因分析について

１ 全国の事故（災害）

腐食管理不良が
R1以降の主な原
因となっている。

次いで、誤操作誤
判断、締結管理不
良となっている。
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令和7年7月状況
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① 発生件数の推移

２ 新潟県内の事故（災害）

令和6年の件数は
15件で、近年と
比べて増加しまし
た。

全国と同様、取扱
い形態は製造が多
くの割合を占めて
いる。
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令和7年7月状況
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② 死傷者数の推移

２ 新潟県内の事故（災害）

令和6年は軽傷者
1名。
このグラフの期間
で死者は無し。
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③ 最近報告された事故事例１

２ 新潟県内の事故（災害）

令和6年2月19日発生日

LPガスガスの
種類

漏洩・爆発事象

軽傷１名（熱傷）死傷者

LP法の質量販売で購入したLPガス容器か
ら市販のカセットボンベにＬＰガスを移
充填しようとしたところ、充填用のホー
スが外れ、ＬＰガスが漏洩し、漏洩した
ＬＰガスが付近にあったストーブに引火
し火災が発生した。

事故概
要・原
因

なし類似事
例抜粋
KHK事
故DB
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消費設備調査なし
配管接続なしで販売

Ｌ Ｐ ガ ス
販売事業者

屋外移動使用

一般消費者
・

移充填行為者

LP
8kg

カセットボンベ

移充填

外れる
↓
漏洩
↓

引火・爆発

LP
8kg
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④ 最近報告された事故事例２

２ 新潟県内の事故（災害）

令和6年8月13日発生日

アンモニアガスの
種類

噴出・漏洩事象

なし死傷者

アンモニア冷凍施設の警報が発報され、
アンモニアの漏洩が確認された。
保温材と配管の間に隙間が生じたことで、
結露が発生し腐食が進行したものと考え
られる。設備は平成30年に導入されたも
ので外観は新しく見えるが、比較的短期
間で腐食が進行した。

事故概
要・原
因

2021-529 保温材を撤去し冷媒漏れ調査
を実施した結果、配管の腐食によるピン
ホールを発見。

類似事
例抜粋
KHK事
故DB
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冷凍則に限らず保温材内側の腐食を見落とす事例が多く発生しています 定期的に保温材を剥いで確認を

配管切断面
肉厚がほとんどない

前面に外部腐食があり
減肉も確認できる
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全国の喪失・盗難事故

３ 全国の事故（喪失・盗難）

LP法の事故が集
計対象外になった
R1以降を集計
減少傾向だったが、
R6は増加

主には消費の形態
で起きている

KHK、高圧ガス関係事故集計（令和6年12末現在。令和7年2月）のデータ等を基にグラフを作成
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県内の喪失・盗難事故

４ 新潟県内の事故（喪失・盗難）

令和６年は２件で
やや減少

※全国の集計法と
異なり、LP法関
係事故も継続して
計上
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高圧ガス保安法・液化石油ガス法に係る事故時の連絡先

５ その他

新潟県庁防災局消防課高圧ガス保安係新潟県
（下を除く） 025-282-1666（平日日中） 025-285-5511（休日・夜間）

新潟市消防局規制指導課保安係
新潟市

025-288-3241（平日日中） 025-288-3270（休日・夜間）

三条市消防本部警防課予防・指導係
三条市

0256-34-1161（平日日中） 0256-34-1111（休日・夜間）

柏崎市消防本部予防課危険物保安係
柏崎市

0257-24-1501（平日日中） 0257-24-1500（休日・夜間）

魚沼市消防本部予防課危険物係魚沼市
（LP法のみ） 025-792-7168（平日日中） 025-793-0119（休日・夜間）

燕・弥彦総合事務組合消防本部予防課保安係
燕市・弥彦村

0256-92-1122（平日日中） 0256-92-1119（休日・夜間）

新潟市、三条市、柏崎市、燕市及び弥彦村内の事故は、各自治体の消防局・消防本部に連絡。

魚沼市内の液化石油ガス法に係る事故は、魚沼市消防本部に連絡。
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ご視聴ありがとうございました。
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